
（令和8年4月1日現在）

（注）市外局番はいずれも「052」

相談内容 電話番号 FAX

 栄市税事務所 　959-3300※ 959-3317

 本陣市税事務所    433-4003※ 433-4063

 金山市税事務所 324-9800※ 324-9824

 栄市税事務所 959-3301 959-3318

 本陣市税事務所 433-4013 433-4064

 金山市税事務所 324-9801 324-9825

軽自動車税に
関すること

 金山市税事務所
徴収課

（軽自動車税担当）
324-9803 324-9825

 栄市税事務所
959-3303
959-3304
959-3323

959-3405

 本陣市税事務所
433-4021
433-4022
433-4023

433-4065

 金山市税事務所
324-9804
324-9805
324-9828

324-9825

法人の市民税に
関すること

 栄市税事務所
法人課税課

（法人市民税担当）
959-3305 959-3405

事業所税に
関すること

 栄市税事務所
法人課税課

（事業所税担当）
959-3306 959-3405

 千種・東・北・中・守山・名東  栄市税事務所 959-3307 959-3319

 西・中村・中川・港  本陣市税事務所 433-4026 433-4066

 昭和・瑞穂・熱田・南・緑・天白  金山市税事務所 324-9807 324-9826

 千種・東・北・中・守山・名東  栄市税事務所 959-3308 959-3319

 西・中村・中川・港  本陣市税事務所 433-4027 433-4066

 昭和・瑞穂・熱田・南・緑・天白  金山市税事務所 324-9808 324-9826

固定資産税（償却資産）に
関すること

 金山市税事務所 償却資産課税課 324-9809 324-9826

※ 市税事務所管理課におかけいただいた電話は、自動音声によりご案内していますので、ご用件に応じて番号を選択してください。

 全区

個人市民税（特別微収）に
関すること

 全区

 個人市民税特別徴収センター

957-6930 957-6934
 〒460-8201
 中区丸の内三丁目10番4号

口座振替・還付に
関すること

 全区

 市税収納事務センター

957-6931 957-6934
 〒460-8202
 中区丸の内三丁目10番4号

 全区

固定資産税（土地）に
関すること

資
産
の
所
在
す
る
区

固定資産税課
（土地担当）

固定資産税（家屋）に
関すること

固定資産税課
（家屋担当）

 全区

納税相談に
関すること

 千種・東・北・中・守山・名東

徴収課 西・中村・中川・港

 昭和・瑞穂・熱田・南・緑・天白

 全区

個人の市民税に
関すること

 千種・東・北・中・守山・名東

市民税課 西・中村・中川・港

 昭和・瑞穂・熱田・南・緑・天白

担当区域 担当部署

税務証明に
関すること

 千種・東・北・中・守山・名東

管理課 西・中村・中川・港

 昭和・瑞穂・熱田・南・緑・天白

名古屋市税に関するお問合せ先


